
港区 創業アドバイザー派遣

利⽤対象者
港区内で主たる事業所（法⼈は区内に本
店登記）において創業しようとする⽅
港区に主たる事業所（法⼈は区内に本店
登記）をおいて創業してから１年未満の⽅

電話予約

商⼯相談員との⾯談

アドバイザーとの相談（最⼤３回）

完了報告書の提出

産業振興課へ商⼯相談の電話予約をします。

創業アドバイザー派遣の流れ

産業振興課で商⼯相談員と⾯談後、申し込
みをします。

担当の中⼩企業診断⼠から連絡が来ます。
電話にて⽇時・場所等を調整し、最⼤3回の
相談を開始します。

相談終了後、完了報告書を港区産業振興セ
ンター業務担当へ提出してください。

最⼤３回まで

費⽤

港区創業アドバイザー
派遣のご案内

区内で創業する⽅を対象に、アドバイザー（中⼩企業診断⼠）を事
業所等へ派遣し、創業計画書の作成を⽀援します。

港区 産業・地域振興⽀援部 産業振興課 経営相談受付

電話にてお申込みください。お問合せ
及び

⾯談予約 03-6435-4620

無料

最⼤３回まで無料（年度ごと）

こんな⽅におすすめ

創業計画書の作成⽅法や創業の基本についてアドバイスを欲しい⽅
特定創業⽀援事業による証明書を希望する⽅
創業⽀援融資のあっせんを希望する⽅
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